
Q.�5～11歳用のワクチンの接種を1回受けたあと、2回目の
接種前に12歳になりました。ワクチンの種類はどうなりま
すか？

A.�1回目と2回目は、原則として同じワクチンの接種を受ける
こととなっていますので、2回目も1回目と同じ5～11歳
用のワクチンを接種します。

Q.今からでも1･2回目の接種は受けられますか？
A.�現時点では、9月30日㈮まで1･2回目の接種も受けられま
す。

住民税非課税世帯などを対象に、生活支援のための給付金（1世帯につき10万円）を支給しています。
期限を過ぎると給付金を受け取れませんのでご注意ください。なお、給付金は1回のみ支給されます。
詳しくは、お問い合わせいただくかホームページをご覧ください。 千葉市　住民税非課税　給付金

Q.3回目接種にメリットはありますか？
A.�ワクチンの効果は、時間の経過に伴い徐々に低下していくことが示唆さ
れていますが、3回目接種をすることで、感染予防効果や重症化予防効
果などが高まることから、3回目接種が行われています。なお、1･2回
目でファイザー社のワクチンの接種を受けた方が3回目もファイザー
社のワクチンの接種を受けた場合は平均54.1倍、モデルナ社のワクチ
ンの接種を受けた場合は平均67.9倍、抗体価が上昇したという研究も
報告されています。

Q.接種は必ず受ける必要がありますか？
A.�接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解
したうえで、自らの意思で接種を受けていただきます。接種を強制し
たり、接種を受けていない方に差別的な扱いをしないようお願いしま
す。

不確かな情報に惑わされずに安心して接種を受けていただくため、よくある質問に回答します。

世帯全員の2021年以降の収入が住民税非課税相当に減少した世帯（家計急
変世帯）
2021年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変

し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が、住民税非課税相当であると認めら
れる世帯が対象です。
給付金を受け取るためには申請が必要です。詳しくは、市非課税世帯等給

付金コールセンターまたは相談窓口にご相談ください。
申請期限　9月30日㈮消印有効

本紙掲載の催しは、新型コロナウイルスの影響で中止や内容などを変
更することがあります。最新の情報を主催者にご確認ください。
参加する時はマスクを着用し、体調がすぐれない場合などは、参加を

控えるようお願いします。
新型コロナウイルス感染症に関する情報は、 千葉市　コロナ　

感染予防や健康の不安などについての相談は
新型コロナウイルス感染症相談センター
　☎238-9966　9：00～19：00
　耳や言葉の不自由な方
　FAXFAX307-7274�Eメールchibashicorona@city.chiba.lg.jp

相談・問い合わせ
ワクチンの接種予約、接種場所、接種券発行については
市コロナワクチン接種コールセンター
☎0120-57-8970　8：30～21：00（土･日曜日は18：00まで）
耳や言葉の不自由な方�FAXFAX245-5128�Eメールcv-call@city.chiba.lg.jp

市ホームページ「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」

■住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

■新型コロナワクチンQ＆A

新型コロナウイルス感染症関連情報

相談･問い合わせ
　申請書類の請求や書き方などについては
　市非課税世帯等給付金コールセンター
　☎0120-201-745
　平日8：30～17：30
　耳や言葉の不自由な方
　FAXFAX245-5541
　Eメールkyuhukin-suisin@city.chiba.lg.jp

給付金の手続きに関する相談窓口を開設しています
日　　時　平日8：30～17：30　　
期　　間　9月30日㈮まで
会　　場　�中央保健福祉センター13階、花見川保健福祉センター3階、稲毛

保健福祉センター1階、若葉区役所1階（3月31日㈭までは2階）、
緑保健福祉センター2階、美浜保健福祉センター4階

＊支給対象の確認や申請はできません。

Q.�2回目の接種から6カ月が経過したにもかかわらず、3回目
の接種券が届きません。どうすればいいですか？

A.�接種会場での登録の不備などにより、接種券が発行できて
いない可能性があります。2回目の接種から6カ月が経過
したにもかかわらず、3回目の接種券が届かない場合は、接
種済証などの写しを添えて接種券の発行申請をお願いし
ます。

Q.3回目の副反応は強いですか？
A.�3回目接種後7日以内の副反応は、2回目の接種後に確認された副反応
などと、おおむね同程度であるといわれています。

世帯全員の2021年（令和3年）度分の住民税均等割が非課
税で2021年12月10日時点で千葉市に住民票がある世帯
市から確認書の送付があった世帯
　�　期日までに確認書を返送してください。3月17日
時点で返送が確認できない方には、3月24日㈭に勧奨
はがきを発送します。確認書を紛失した方は市非課税
世帯等給付金コールセンターにご連絡ください。
　返送期限　5月2日㈪消印有効
2021年1月2日以降に転入した方がいる世帯など
　�　市から確認書が送付されないため、申請が必要です。
詳しくは、市非課税世帯等給付金コールセンターへお
問い合わせください。
　申請期限　9月30日㈮消印有効

＊�課税されている方の扶養親族のみからなる世帯を除
く

接種会場や予約方法･空き状況、接種券の発行に関す
ることなど、新型コロナワクチンの最新情報を掲載して
います。 千葉市　コロナワクチン　お知らせ

新型コロナウイルスの影響で、収入が少ない月があった
のですが、給付金の対象となりますか。Q.

よくある質問 ＆Q A

A. 世帯全員のそれぞれの2021年1月以降の任意の1カ月
の収入を年収に換算して判定します。
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